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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
十
二
号 

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（

平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号

）
第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ

の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め

(２)
(ⅱ)

の
基
本
的
な
方
針
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基

準
に
従
っ
た
構
造
計
算
に
よ
り
枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の

安
全
性
を
確
か
め
た
場
合
の
構
造
計
算
書
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
七
月
十
日 

国
土
交
通
大
臣　

斉
藤　

鉄
夫 

建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十

一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
に
よ
り
枠
組
壁
工
法

又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
安
全
性
を
確
か
め
た
場
合
の
構
造
計

 

算
書
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

 

（
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
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示
第
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

 

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

改　
　
　
　

正　
　
　
　

前

（
別
添
） 

（
別
添
） 

建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
実
施
に
つ
い
て
技
術
上
の
指
針
と
な

建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
実
施
に
つ
い
て
技
術
上
の
指
針
と
な

る
べ
き
事
項 

る
べ
き
事
項 

第
一　

建
築
物
の
耐
震
診
断
の
指
針 

第
一　

建
築
物
の
耐
震
診
断
の
指
針 

建
築
物
の
耐
震
診
断
は
、
当
該
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（
建
築
基
準

建
築
物
の
耐
震
診
断
は
、
当
該
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（
建
築
基
準

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第

一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
建
物
（
建
築
物
の
耐

一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
建
物
（
建
築
物
の
耐

震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
建
物
を
い
う
。

震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
建
物
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
附
属
す
る
組
積
造
の
塀
の
配
置
、
形
状
、
寸
法
、
接
合
の
緊
結
の

以
下
同
じ
。
）
に
附
属
す
る
組
積
造
の
塀
の
配
置
、
形
状
、
寸
法
、
接
合
の
緊
結
の

度
、
腐
食
、
腐
朽
又
は
摩
損
の
度
、
材
料
強
度
等
に
関
す
る
実
地
調
査
、
当
該
建
築

度
、
腐
食
、
腐
朽
又
は
摩
損
の
度
、
材
料
強
度
等
に
関
す
る
実
地
調
査
、
当
該
建
築

物
の
敷
地
の
状
況
に
関
す
る
実
地
調
査
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
よ
り
そ

物
の
敷
地
の
状
況
に
関
す
る
実
地
調
査
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
よ
り
そ

れ
ぞ
れ
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

れ
ぞ
れ
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

木
造
の
建
築
物
又
は
木
造
と
鉄
骨
造
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
の
木
造

木
造
の
建
築
物
又
は
木
造
と
鉄
骨
造
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
の
木
造

の
構
造
部
分
（
以
下
「
木
造
の
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
の

の
構
造
部
分
（
以
下
「
木
造
の
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
の

規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
地
震
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
倒
壊
し
、
又
は
崩
壊

規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
地
震
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
倒
壊
し
、
又
は
崩
壊

す
る
危
険
性
が
低
い
と
判
断
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
木
造
の
建
築
物
等
の
敷
地
が
第
四

す
る
危
険
性
が
低
い
と
判
断
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
木
造
の
建
築
物
等
の
敷
地
が
第
四

号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
、
木
造
の
構
造
部
分

号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
、
木
造
の
構
造
部
分

を
有
し
な
い
建
築
物
又
は
木
造
と
鉄
骨
造
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
（

を
有
し
な
い
建
築
物
又
は
木
造
と
鉄
骨
造
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
（

い
ず
れ
も
建
物
に
附
属
す
る
組
積
造
の
塀
を
除
く
。
）
の
木
造
以
外
の
構
造
部
分
（

い
ず
れ
も
建
物
に
附
属
す
る
組
積
造
の
塀
を
除
く
。
）
の
木
造
以
外
の
構
造
部
分
（

第
二
号
に
お
い
て
「
鉄
骨
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

第
二
号
に
お
い
て
「
鉄
骨
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
等
の
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結

造
等
の
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結

果
、
地
震
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
倒
壊
し
、
又
は
崩
壊
す
る
危
険
性
が
低
い
と

果
、
地
震
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
倒
壊
し
、
又
は
崩
壊
す
る
危
険
性
が
低
い
と

判
断
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
鉄
骨
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

判
断
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
鉄
骨
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
造
等
の
建
築
物
等
の
敷
地
が
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
か

ー
ト
造
等
の
建
築
物
等
の
敷
地
が
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
か

め
ら
れ
た
場
合
に
、
建
物
に
附
属
す
る
組
積
造
の
塀
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
の
規
定

め
ら
れ
た
場
合
に
、
建
物
に
附
属
す
る
組
積
造
の
塀
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
の
規
定

に
よ
る
評
価
の
結
果
、
地
震
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
倒
壊
し
、
又
は
崩
壊
す
る

に
よ
る
評
価
の
結
果
、
地
震
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
倒
壊
し
、
又
は
崩
壊
す
る

危
険
性
が
低
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
建
築
物
は
地
震
に
対
し
て
安
全
な
構

危
険
性
が
低
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
建
築
物
は
地
震
に
対
し
て
安
全
な
構
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造
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
こ
の
指
針
の

造
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
こ
の
指
針
の

一
部
又
は
全
部
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
耐
震
診
断

一
部
又
は
全
部
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
耐
震
診
断

を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一　

木
造
の
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
各
階
の
張
り
間
方
向
及
び
桁
行
方
向
の
構

一　

木
造
の
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
各
階
の
張
り
間
方
向
及
び
け
た
行
方
向
の

造
耐
震
指
標
を
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
求
め

構
造
耐
震
指
標
を
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
求

、
別
表
第
一
に
よ
り
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
評

め
、
別
表
第
一
に
よ
り
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を

価
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
安
全
性
を
評
価
す
る
際
に
は
、
実
地
調
査
等
に

評
価
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
安
全
性
を
評
価
す
る
際
に
は
、
実
地
調
査
等

よ
り
建
築
物
の
部
材
等
の
劣
化
状
況
を
適
切
に
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
り
建
築
物
の
部
材
等
の
劣
化
状
況
を
適
切
に
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

イ　

（
略
）

イ　

（
略
）

ロ　

イ
に
定
め
る
建
築
物
の
各
階
の
張
り
間
方
向
又
は
桁
行
方
向
の

は
、
次

ロ　

イ
に
定
め
る
建
築
物
の
各
階
の
張
り
間
方
向
又
は
け
た
行
方
向
の

は
、

の
式
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
築
物
の
各
階
の
保
有

次
の
式
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
築
物
の
各
階
の
保

水
平
耐
力
（
令
第
八
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
各
階
の
水
平
力
に
対
す
る
耐

有
水
平
耐
力
（
令
第
八
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
各
階
の
水
平
力
に
対
す
る

力
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
靱
性
を
適
切
に
評
価
し
て
算
出
す
る
こ
と

耐
力
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
靱
性
を
適
切
に
評
価
し
て
算
出
す
る
こ

じ
ん

じ
ん

が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
算
出
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
算
出
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

る
。

す
る
。

 

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

及
び
Ｅ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

及
び
Ｅ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

　
　

イ
に
定
め
る

の
数
値
（
単
位　

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

　
　

イ
に
定
め
る

の
数
値
（
単
位　

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

　
　

各
階
の
張
り
間
方
向
又
は
桁
行
方
向
に
つ
き
、
壁
等
の
強

　
　

各
階
の
張
り
間
方
向
又
は
け
た
行
方
向
に
つ
き
、
壁
等
の

さ
に
基
礎
の
仕
様
並
び
に
壁
等
の
両
側
の
柱
の
頂
部
及
び
脚

強
さ
に
基
礎
の
仕
様
並
び
に
壁
等
の
両
側
の
柱
の
頂
部
及
び

部
の
接
合
方
法
に
よ
る
低
減
係
数
を
乗
じ
た
数
値
（
単
位　

脚
部
の
接
合
方
法
に
よ
る
低
減
係
数
を
乗
じ
た
数
値
（
単
位

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
。
た
だ
し
、
壁
等
の
強
さ
は
、
各
階
の

　

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
。
た
だ
し
、
壁
等
の
強
さ
は
、
各
階

張
り
間
方
向
又
は
桁
行
方
向
に
つ
き
、
昭
和
五
十
六
年
建
設

の
張
り
間
方
向
又
は
け
た
行
方
向
に
つ
き
、
令
第
四
十
六
条

省
告
示
第
千
百
号
（
以
下
「
告
示
第
千
百
号
」
と
い
う
。
）

第
四
項
の
表
一
の
軸
組
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

第
二
各
号
に
定
め
る
軸
組
の
倍
率
の
数
値
に
一
・
九
六
を
乗

て
倍
率
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
に
一
・
九
六
を
乗
じ
た
数
値
（

じ
た
数
値
（
別
表
第
二
の
軸
組
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
軸
組

別
表
第
二
の
軸
組
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
軸
組
に
あ
っ
て
は

に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
倍
率
の
欄
に
掲
げ
る
数
値

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
倍
率
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
と
す
る
。
）

と
す
る
。
）
（
以
下
「
壁
強
さ
倍
率
」
と
い
う
。
）
に
当
該

（
以
下
「
壁
強
さ
倍
率
」
と
い
う
。
）
に
当
該
軸
組
の
長
さ
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軸
組
の
長
さ
（
単
位　

メ
ー
ト
ル
）
を
乗
じ
た
数
値
と
し
、

（
単
位　

メ
ー
ト
ル
）
を
乗
じ
た
数
値
と
し
、
基
礎
の
仕
様

基
礎
の
仕
様
並
び
に
壁
等
の
両
側
の
柱
の
頂
部
及
び
脚
部
の

並
び
に
壁
等
の
両
側
の
柱
の
頂
部
及
び
脚
部
の
接
合
方
法
に

接
合
方
法
に
よ
る
低
減
係
数
は
、
最
上
階
及
び
地
階
を
除
く

よ
る
低
減
係
数
は
、
最
上
階
及
び
地
階
を
除
く
階
数
が
一
の

階
数
が
一
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
別
表
第
三
―
一
、
地
階
を

建
築
物
に
あ
っ
て
は
別
表
第
三
―
一
、
地
階
を
除
く
階
数
が

除
く
階
数
が
二
の
建
築
物
の
一
階
並
び
に
地
階
を
除
く
階
数

二
の
建
築
物
の
一
階
並
び
に
地
階
を
除
く
階
数
が
三
の
建
築

が
三
の
建
築
物
の
一
階
及
び
二
階
に
あ
っ
て
は
別
表
第
三
―

物
の
一
階
及
び
二
階
に
あ
っ
て
は
別
表
第
三
―
二
の
壁
強
さ

二
の
壁
強
さ
倍
率
、
基
礎
の
仕
様
並
び
に
壁
等
の
両
側
の
柱

倍
率
、
基
礎
の
仕
様
並
び
に
壁
等
の
両
側
の
柱
の
頂
部
及
び

の
頂
部
及
び
脚
部
の
接
合
方
法
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
表
の

脚
部
の
接
合
方
法
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
表
の
低
減
係
数
の

低
減
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
と
す
る
。 

欄
に
掲
げ
る
数
値
と
す
る
。 

　
　

壁
等
の
強
さ
以
外
の
耐
力
を
表
す
数
値
と
し
て
、
ハ
に
定

　
　

壁
等
の
強
さ
以
外
の
耐
力
を
表
す
数
値
と
し
て
、
ハ
に
定

め
る

の
数
値
に
〇
・
二
五
を
乗
じ
た
数
値
と
す
る
（
単
位

め
る　

の
数
値
に
〇
・
二
五
を
乗
じ
た
数
値
と
す
る
（
単
位

　

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
。
た
だ
し
、
建
築
物
の
壁
等
の
部
分

　

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
。
た
だ
し
、
建
築
物
の
壁
等
の
部
分

以
外
の
部
分
の
耐
力
と
し
て
、
建
築
物
の
保
有
水
平
耐
力
及

以
外
の
部
分
の
耐
力
と
し
て
、
建
築
物
の
保
有
水
平
耐
力
及

び
靭
性
に
及
ぼ
す
影
響
を
適
切
に
評
価
し
て
算
出
す
る
こ
と

び
靭
性
に
及
ぼ
す
影
響
を
適
切
に
評
価
し
て
算
出
す
る
こ
と

じ
ん

じ
ん

が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
算
出
に
よ
る
こ
と
が
で

が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
算
出
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。 

き
る
も
の
と
す
る
。 

Ｅ　

壁
等
の
配
置
に
よ
る
保
有
耐
力
の
低
減
を
表
す
数
値
と
し

Ｅ　

壁
等
の
配
置
に
よ
る
保
有
耐
力
の
低
減
を
表
す
数
値
と

て
、
別
表
第
四
の
側
端
部
分
の
壁
量
充
足
率
、
反
対
側
の
側

し
て
、
別
表
第
四
の
側
端
部
分
の
壁
量
充
足
率
、
反
対
側
の

端
部
分
の
壁
量
充
足
率
及
び
直
上
階
の
床
の
仕
様
に
応
じ
て

側
端
部
分
の
壁
量
充
足
率
及
び
直
上
階
の
床
の
仕
様
に
応
じ

、
同
表
の
低
減
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
数
値 

て
、
同
表
の
低
減
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
数
値 

ハ　

（
略
）

ハ　

（
略
）

二
～
四　

（
略
）

二
～
四　

（
略
）

別
表
第
二

別
表
第
二

軸
組
の
種
類

倍
率

軸
組
の
種
類

倍
率

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

～ 

～ 
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㈥

㈥

㈦

柱
及
び
間
柱
並
び
に
は
り
、
桁
、
土
台
そ
の
他
の

一
・
七

㈦

柱
及
び
間
柱
並
び
に
は
り
、
け
た
、
土
台
そ
の
他

一
・
七

横
架
材
の
片
面
に
窯
業
系
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
を
く
ぎ

の
横
架
材
の
片
面
に
窯
業
系
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
を
く

又
は
ね
じ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―

ぎ
又
は
ね
じ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）

一
九
九
二
に
適
合
す
る
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四

―
一
九
九
二
に
適
合
す
る
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ

〇
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る

四
〇
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す

く
ぎ
、
Ｗ
Ｓ
Ｎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ｂ
一
一
一
二
（
十
字

る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
壁
（
く
ぎ
の

穴
付
き
木
ね
じ
）
―
一
九
九
五
に
適
合
す
る
十
字

間
隔
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限

穴
付
き
木
ね
じ
で
あ
っ
て
、
呼
び
径
及
び
長
さ
が

る
。
）
を
設
け
た
軸
組

、
そ
れ
ぞ
れ
三
・
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
及
び
三
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
品
質
を
有
す
る
ね
じ
を
い
う
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
Ｄ
Ｔ
Ｓ
Ｎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ｂ
一
一
二
五
（
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
）
―

二
〇
〇
三
に
適
合
す
る
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね

じ
で
あ
っ
て
、
頭
部
の
形
状
に
よ
る
種
類
、
呼
び

径
及
び
長
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
、
四

・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
及
び
三
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す

る
ね
じ
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
壁
（
く
ぎ
の
間
隔

が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。

）
を
設
け
た
軸
組

㈧

厚
さ
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
四
・
五

一
・
七

㈧

厚
さ
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
四
・
五

一
・
七

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木
材
を
五
十
セ
ン
チ
メ

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木
材
を
五
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
柱
及
び
間
柱
並
び
に
は
り

ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
柱
及
び
間
柱
並
び
に
は
り

、
け
た
、
土
台
そ
の
他
の
横
架
材
に
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ

、
け
た
、
土
台
そ
の
他
の
横
架
材
に
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ

Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二
に
適
合

Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二
に
適
合
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す
る
Ｎ
五
〇
、
Ｎ
Ｚ
五
〇
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以

す
る
Ｎ
五
〇
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有

上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付

す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
胴
縁
に
、

け
た
胴
縁
に
、
窯
業
系
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
を
く
ぎ
又

窯
業
系
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
を
く
ぎ
又
は
ね
じ
（
Ｊ
Ｉ

は
ね
じ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一

Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二
に
適
合

九
九
二
に
適
合
す
る
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇

す
る
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
そ
の
他
こ
れ
ら

そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
く

と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ぎ
、
Ｗ
Ｓ
Ｎ
又
は
Ｄ
Ｔ
Ｓ
Ｎ
に
限
る
。
）
で
打
ち

で
打
ち
付
け
た
壁
（
く
ぎ
の
間
隔
が
二
十
セ
ン
チ

付
け
た
壁
（
く
ぎ
の
間
隔
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
軸

ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
軸
組

組

㈨

柱
及
び
間
柱
の
片
面
に
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ

一
・
二

㈨

柱
及
び
間
柱
の
片
面
に
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ

一
・
二

Ｓ　

Ａ
六
九
〇
一
（
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
製
品
）
―

Ｓ　

Ａ
六
九
〇
一
（
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
製
品
）
―

一
九
九
四
に
適
合
す
る
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
で
厚
さ

一
九
九
四
に
適
合
す
る
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
で
厚
さ

が
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以

が
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
く
ぎ
又
は
ね
じ

下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
く
ぎ
又
は
ね
じ

（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二

（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二

に
適
合
す
る
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
そ
の
他

に
適
合
す
る
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
そ
の
他

こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
く
ぎ
、
Ｗ

こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
に
限

Ｓ
Ｎ
又
は
Ｄ
Ｔ
Ｓ
Ｎ
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た

る
。
）
で
打
ち
付
け
た
壁
（
垂
れ
壁
及
び
腰
壁
を

壁
（
垂
れ
壁
及
び
腰
壁
を
除
き
、
く
ぎ
の
間
隔
が

除
き
、
く
ぎ
の
間
隔
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
軸
組

を
設
け
た
軸
組

㈩

厚
さ
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
四
・
五

一
・
二 

㈩

厚
さ
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
四
・
五

一
・
二 

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
木
材
を
三
十
一
セ
ン
チ
メ
ー

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
木
材
を
三
十
一
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
下
の
間
隔
で
柱
及
び
間
柱
に
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ

ト
ル
以
下
の
間
隔
で
柱
及
び
間
柱
に
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ

Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二
に
適
合

Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二
に
適
合

す
る
Ｎ
五
〇
、
Ｎ
Ｚ
五
〇
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以

す
る
Ｎ
五
〇
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有

上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付

す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
胴
縁
に
、

け
た
胴
縁
に
、
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
を
く
ぎ
又
は
ね

せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
を
く
ぎ
又
は
ね
じ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　
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じ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二
に
適
合
す
る

二
に
適
合
す
る
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
そ
の

Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同

他
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
く
ぎ
、

等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打

Ｗ
Ｓ
Ｎ
又
は
Ｄ
Ｔ
Ｓ
Ｎ
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け

ち
付
け
た
壁
（
垂
れ
壁
及
び
腰
壁
を
除
き
、
く
ぎ

た
壁
（
垂
れ
壁
及
び
腰
壁
を
除
き
、
く
ぎ
の
間
隔

の
間
隔
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に

が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。

限
る
。
）
を
設
け
た
軸
組

）
を
設
け
た
軸
組

十
一

厚
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
四
セ
ン
チ
メ

一
・
三 

十
一

厚
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
四
セ
ン
チ
メ

一
・
三 

ー
ト
ル
以
上
の
木
材
を
用
い
て
柱
及
び
間
柱
に
く

ー
ト
ル
以
上
の
木
材
を
用
い
て
柱
及
び
間
柱
に
く

ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九

ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九

二
に
適
合
す
る
Ｎ
七
五
、
Ｎ
Ｚ
七
五
又
は
こ
れ
ら

二
に
適
合
す
る
Ｎ
七
五
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

品
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た

で
打
ち
付
け
た
受
材
（
く
ぎ
の
間
隔
が
三
十
セ
ン

受
材
（
く
ぎ
の
間
隔
が
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
間
柱

下
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
間
柱
、
胴
つ
な
ぎ
そ

、
胴
つ
な
ぎ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
、

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
、
せ
っ
こ
う
ボ
ー

せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
を
く
ぎ
又
は
ね
じ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

ド
を
く
ぎ
又
は
ね
じ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二
に
適
合
す
る

く
ぎ
）
―
一
九
九
二
に
適
合
す
る
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
、

Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同

Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質

等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
く
ぎ
、
Ｗ
Ｓ
Ｎ
又
は
Ｄ

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
壁
（

Ｔ
Ｓ
Ｎ
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
壁
（
垂
れ
壁

垂
れ
壁
及
び
腰
壁
を
除
き
、
く
ぎ
の
間
隔
が
二
十

及
び
腰
壁
を
除
き
、
く
ぎ
の
間
隔
が
二
十
セ
ン
チ

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
軸

け
た
軸
組

組

十
二

構
造
用
合
板
（
構
造
用
合
板
の
日
本
農
林
規
格
（

二
・
五 

十
二

構
造
用
合
板
（
構
造
用
合
板
の
日
本
農
林
規
格
（

二
・
五 

昭
和
五
十
一
年
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
九
十
四

昭
和
五
十
一
年
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
九
十
四

号
）
に
規
定
す
る
も
の
（
屋
外
に
面
す
る
壁
又
は

号
）
に
規
定
す
る
も
の
（
屋
外
に
面
す
る
壁
又
は

常
時
湿
潤
の
状
態
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
壁
に
用

常
時
湿
潤
の
状
態
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
壁
に
用

い
る
場
合
は
特
類
に
限
る
。
）
で
厚
さ
が
七
・
五

い
る
場
合
は
特
類
に
限
る
。
）
で
厚
さ
が
七
・
五
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ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
柱
及

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
柱
及

び
間
柱
に
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ

び
間
柱
に
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ

）
―
一
九
九
二
に
適
合
す
る
Ｎ
五
〇
、
Ｎ
Ｚ
五
〇

）
―
一
九
九
二
に
適
合
す
る
Ｎ
五
〇
又
は
こ
れ
と

又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の

同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で

に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
壁
（
垂
れ
壁
及
び
腰

打
ち
付
け
た
壁
（
垂
れ
壁
及
び
腰
壁
を
除
き
、
く

壁
を
除
き
、
く
ぎ
の
間
隔
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ぎ
の
間
隔
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
軸
組

に
限
る
。
）
を
設
け
た
軸
組

十
三

化
粧
合
板
で
厚
さ
が
五
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

一
・
四 

十
三

化
粧
合
板
で
厚
さ
が
五
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

一
・
四 

の
も
の
を
柱
及
び
間
柱
に
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五

の
も
の
を
柱
及
び
間
柱
に
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五

五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二
に
適
合
す
る
Ｎ
三

五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二
に
適
合
す
る
Ｎ
三

八
、
Ｎ
Ｚ
三
八
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質

八
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
壁
（

に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
壁
（
垂
れ
壁
及
び
腰

垂
れ
壁
及
び
腰
壁
を
除
き
、
く
ぎ
の
間
隔
が
二
十

壁
を
除
き
、
く
ぎ
の
間
隔
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設

ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
軸
組

け
た
軸
組

十
四

厚
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
四
セ
ン
チ
メ

一
・
〇 

十
四

厚
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
四
セ
ン
チ
メ

一
・
〇 

ー
ト
ル
以
上
の
木
材
を
用
い
て
柱
及
び
間
柱
に
く

ー
ト
ル
以
上
の
木
材
を
用
い
て
柱
及
び
間
柱
に
く

ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九

ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九

二
に
適
合
す
る
Ｎ
七
五
、
Ｎ
Ｚ
七
五
又
は
こ
れ
ら

二
に
適
合
す
る
Ｎ
七
五
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

品
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た

で
打
ち
付
け
た
受
材
（
く
ぎ
の
間
隔
が
三
十
セ
ン

受
材
（
く
ぎ
の
間
隔
が
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
間
柱

下
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
間
柱
、
胴
つ
な
ぎ
そ

、
胴
つ
な
ぎ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
、

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
、
化
粧
合
板
で
厚

化
粧
合
板
で
厚
さ
が
五
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

さ
が
五
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
く
ぎ

の
も
の
を
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ

（
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二

）
―
一
九
九
二
に
適
合
す
る
Ｎ
三
八
、
Ｎ
Ｚ
三
八

に
適
合
す
る
Ｎ
三
八
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品

又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の

質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
壁

に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
た
壁
（
垂
れ
壁
及
び
腰

（
垂
れ
壁
及
び
腰
壁
を
除
き
、
く
ぎ
の
間
隔
が
二
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壁
を
除
き
、
く
ぎ
の
間
隔
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を

ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
軸
組

設
け
た
軸
組

十
五

告
示
第
千
百
号
別
表
第
一

欄
に
掲
げ
る
壁
若
し

併
用
す
る
軸
組

十
五

令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
表
一
の
㈠
か
ら
㈧
ま
で

併
用
す
る
軸
組

（い）

く
は
筋
か
い
又
は
㈠
か
ら
十
四

ま
で
に
掲
げ
る
壁
若

の
告
示
第
千
百

又
は
㈠
か
ら
十
四

ま
で
に
掲
げ
る
壁
又
は
筋
か
い
を

の
令
第
四
十
六

し
く
は
筋
か
い
を
併
用
し
た
軸
組

号
別
表
第
一

併
用
し
た
軸
組

条
第
四
項
の
表

（ろ）

欄
に
掲
げ
る
数

一
の
㈠
か
ら
㈧

値
に
一
・
九
六

ま
で
の
倍
率
の

を
乗
じ
た
数
値

欄
に
掲
げ
る
数

又
は
㈠
か
ら
十
四

値
に
一
・
九
六

ま
で
の
倍
率
の

を
乗
じ
た
数
値

欄
に
掲
げ
る
数

又
は
㈠
か
ら
十
四

値
の
和
（
当
該

ま
で
の
倍
率
の

数
値
の
和
が
十

欄
に
掲
げ
る
数

三
・
七
二
を
超

値
の
和
（
当
該

え
る
場
合
は
十

数
値
の
和
が
九

三
・
七
二
）

・
八
を
超
え
る

場
合
は
九
・
八

）

別
表
第
四

別
表
第
四

（
略
）

（
略
）

こ
の
表
に
お
け
る
壁
量
充
足
率
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
告
示
第
千
百

こ
の
表
に
お
け
る
壁
量
充
足
率
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年

号
第
四
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は

建
設
省
告
示
第
千
三
百
五
十
二
号
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る

、
同
告
示
第
四
第
一
号
中
「
第
二
各
号
に
定
め
る
当
該
軸
組
の
倍
率
の
数
値

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
告
示
第
一
号
中
「
令
第
四
十
六
条
第
四
項
の

」
と
あ
る
の
は
「
告
示
第
千
百
号
第
二
各
号
に
定
め
る
当
該
軸
組
の
倍
率
の

規
定
の
表
一
の
数
値
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
の
表

数
値
に
一
・
九
六
を
乗
じ
た
も
の
又
は
別
表
第
二
の
数
値
」
と
、
「
側
端
部

一
の
数
値
に
一
・
九
六
を
乗
じ
た
も
の
又
は
別
表
第
二
の
数
値
」
と
、
「
同
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分
の
単
位
面
積
当
た
り
の
必
要
壁
量
」
と
あ
る
の
は
「
側
端
部
分
に
お
け
る

項
の
表
二
の
数
値
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
五
の
数
値
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読

別
表
第
五
の
数
値
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造

計
算
に
よ
り
枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
安
全
性
を
確
か

 

め
た
場
合
の
構
造
計
算
書
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
た

構
造
計
算
に
よ
り
枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
安
全
性
を

確
か
め
た
場
合
の
構
造
計
算
書
を
定
め
る
件
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

 

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
題
名
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
傍
線
を
付
し

又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ

 

に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

改　
　
　
　

正　
　
　
　

前

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
又
は
同
項
第
二
号
イ
に

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
国
土
交
通

規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
に
よ
り
枠
組

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
に
よ
り
枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ

壁
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
安
全
性
を
確
か
め
た

レ
ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
安
全
性
を
確
か

場
合
の
構
造
計
算
書
を
定
め
る
件

め
た
場
合
の
構
造
計
算
書
を
定
め
る
件

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
一
条
の
三
第

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
一
条
の
三
第

一
項
第
一
号
ロ

の
規
定
に
基
づ
き
、
枠
組
壁
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築

一
項
第
一
号
ロ

の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政

(２)
(ⅱ)

(２)
(ⅱ)

物
の
構
造
部
分
（
以
下
「
枠
組
壁
工
法
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
構
造
計
算
書
を

令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る

構
造
計
算
に
よ
り
枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建

築
物
の
構
造
部
分
の
安
全
性
を
確
か
め
た
場
合
に
お
け
る
枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ

レ
ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
計
算
書
を
別
表
に

定
め
る
。

一　

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令

（
新
設
） 

 

」
と
い
う
。
）
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計

 

算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
に
よ
り
枠
組

 
 

壁
工
法
建
築
物
等
の
安
全
性
を
確
か
め
た
場
合　

別
表
第
一
と
す
る
。

二　

令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
と
同
等

（
新
設
） 

 

以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
に
よ
り
枠
組
壁
工
法
建

築
物
等
の
安
全
性
を
確
か
め
た
場
合　

別
表
第
二
と
す
る
。

別
表
第
一

別
表

構
造
計
算
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

構
造
計
算
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）
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㈡

（
略
）

㈡

（
略
）

応
力
計
算
書
（
応
力
図
及

（
略
）

応
力
計
算
書
（
応
力
図
及

（
略
）

び
基
礎
反
力
図
を
含
む
。

び
基
礎
反
力
図
を
含
む
。

）

平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
十

）

平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
十

七
号
別
記
第
一
号
様
式
に
定
め
る
応
力
図

七
号
別
記
第
三
号
様
式
に
定
め
る
応
力
図

及
び
同
告
示
別
記
第
二
号
様
式
に
定
め
る

及
び
同
告
示
別
記
第
四
号
様
式
に
定
め
る

基
礎
反
力
図
に
記
載
す
べ
き
事
項

基
礎
反
力
図
に
記
載
す
べ
き
事
項

断
面
計
算
書
（
断
面
検
定

（
略
）

断
面
計
算
書
（
断
面
検
定

（
略
）

比
図
を
含
む
。
）

比
図
を
含
む
。
）

平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
十

平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
十

七
号
別
記
第
三
号
様
式
に
定
め
る
断
面
検

七
号
別
記
第
五
号
様
式
に
定
め
る
断
面
検

定
比
図
に
記
載
す
べ
き
事
項

定
比
図
に
記
載
す
べ
き
事
項

（
略
）

（
略
）

㈢

（
略
）

㈢

（
略
）

㈣

（
略
）

㈣

（
略
）

㈤

使
用
構
造
材
料
一
覧
表

屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す

る
帳
壁
に
使
用
さ
れ
る
全
て
の
材
料
の
種

別
（
規
格
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
規
格
）
及
び
使
用
部
位

使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力
度
、
許
容
耐

力
及
び
材
料
強
度
の
数
値
並
び
に
そ
れ
ら

の
算
出
方
法
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使
用
す
る
指
定
建
築
材
料
が
法
第
三
十
七

条
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
使
用
位
置
、
形
状
及
び
寸
法
、

当
該
構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
許
容
応

力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
並
び
に
認
定

番
号

荷
重
・
外
力
計
算
書

風
圧
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

応
力
計
算
書

屋
根
ふ
き
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
に

生
ず
る
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

屋
根
ふ
き
材
等
計
算
書

令
第
八
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
構
造
計

算
の
計
算
書

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二

（
新
設
）

構
造
計
算
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

㈠

構
造
計
算
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
構
造
計
算
を
行
う
場

ト

合
に
お
い
て
、
申
請
に
係
る
建
築
物
が
、

当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
構
造
計
算
に
よ

っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
る

建
築
物
の
構
造
の
種
別
、
規
模
そ
の
他
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
使
用
条
件
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
照
合
す
る
た
め
の
事
項
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使
用
構
造
材
料
一
覧
表

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（

接
合
部
を
含
む
。
）
に
使
用
さ
れ
る
全
て

の
材
料
の
種
別
（
規
格
が
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
規
格
）
及
び
使
用
部
位

使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力
度
、
許
容
耐

力
及
び
材
料
強
度
の
数
値
並
び
に
そ
れ
ら

の
算
出
方
法

使
用
す
る
指
定
建
築
材
料
が
法
第
三
十
七

条
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
使
用
位
置
、
形
状
及
び
寸
法
、

当
該
構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
許
容
応

力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
並
び
に
認
定

番
号

特
別
な
調
査
又
は
研
究
の

法
第
六
十
八
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ

結
果
等
説
明
書

く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
構
造

方
法
等
そ
の
他
特
殊
な
構
造
方
法
等
が
使

用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

認
定
番
号
、
使
用
条
件
及
び
内
容

特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き

構
造
計
算
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
検
討
内
容

構
造
計
算
の
仮
定
及
び
計
算
結
果
の
適
切

性
に
関
す
る
検
討
内
容
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㈡

基
礎
・
地
盤
説
明
書
（
施

地
盤
調
査
方
法
及
び
そ
の
結
果

行
規
則
第
一
条
の
三
第
一

項
の
表
三
中
の
規
定
に
基

地
層
構
成
、
支
持
地
盤
及
び
建
築
物
（
地

づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
あ

下
部
分
を
含
む
。
）
の
位
置

ら
か
じ
め
適
切
で
あ
る
と

認
定
し
た
算
出
方
法
に
よ

地
下
水
位
（
地
階
を
有
し
な
い
建
築
物
に

り
基
礎
ぐ
い
の
許
容
支
持

直
接
基
礎
を
用
い
た
場
合
を
除
く
。
）

力
を
算
出
す
る
場
合
で
当

該
認
定
に
係
る
認
定
書
の

基
礎
の
工
法
（
地
盤
改
良
を
含
む
。
）
の

写
し
を
添
え
た
場
合
に
あ

種
別
、
位
置
、
形
状
、
寸
法
及
び
材
料
の

っ
て
は
、
当
該
算
出
方
法

種
別

に
係
る
図
書
の
う
ち
国
土

交
通
大
臣
の
指
定
し
た
も

構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
支
持
層
の
位

の
を
除
く
。
）

置
、
層
の
構
成
及
び
地
盤
調
査
の
結
果
に

よ
り
設
定
し
た
地
盤
の
特
性
値

地
盤
の
許
容
応
力
度
並
び
に
基
礎
及
び
基

礎
ぐ
い
の
許
容
支
持
力
の
数
値
並
び
に
そ

れ
ら
の
算
出
方
法

略
伏
図

各
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る

部
材
の
種
別
、
配
置
及
び
寸
法
並
び
に
開

口
部
の
位
置

略
軸
組
図

全
て
の
通
り
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分

で
あ
る
部
材
の
種
別
、
配
置
及
び
寸
法
並

び
に
開
口
部
の
位
置

部
材
断
面
表

各
階
及
び
全
て
の
通
り
の
構
造
耐
力
上
主
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要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の
断
面
の
形
状
、

寸
法
及
び
仕
様

荷
重
・
外
力
計
算
書

固
定
荷
重
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

各
階
又
は
各
部
分
の
用
途
ご
と
の
積
載
荷

重
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

各
階
又
は
各
部
分
の
用
途
ご
と
の
大
規
模

な
設
備
、
塔
屋
そ
の
他
の
特
殊
な
荷
重
の

数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

積
雪
荷
重
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

風
圧
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

地
震
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

土
圧
、
水
圧
そ
の
他
考
慮
す
べ
き
荷
重
及

び
外
力
の
数
値
並
び
に
そ
れ
ら
の
算
出
方

法略
伏
図
上
に
記
載
し
た
特
殊
な
荷
重
の
分

布

応
力
計
算
書
（
応
力
図
及

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に

び
基
礎
反
力
図
を
含
む
。

生
ず
る
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

）

地
震
時
（
風
圧
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
が

地
震
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を
上
回
る
場



- 19/23 -

合
に
あ
っ
て
は
暴
風
時
）
に
お
け
る
柱
が

負
担
す
る
せ
ん
断
力
及
び
そ
の
分
担
率
並

び
に
耐
力
壁
又
は
筋
か
い
が
負
担
す
る
せ

ん
断
力
及
び
そ
の
分
担
率

平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
十

七
号
別
記
第
一
号
様
式
に
定
め
る
応
力
図

及
び
同
告
示
別
記
第
二
号
様
式
に
定
め
る

基
礎
反
力
図
に
記
載
す
べ
き
事
項

断
面
計
算
書
（
断
面
検
定

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（

比
図
を
含
む
。
）

接
合
部
を
含
む
。
）
の
位
置
、
部
材
に
付

す
記
号
、
部
材
断
面
の
仕
様
、
部
材
に
生

ず
る
荷
重
の
種
別
及
び
当
該
荷
重
が
作
用

す
る
方
向

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（

接
合
部
を
含
む
。
）
の
軸
方
向
、
曲
げ
及

び
せ
ん
断
の
応
力
度

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（

接
合
部
を
含
む
。
）
の
軸
方
向
、
曲
げ
及

び
せ
ん
断
の
許
容
応
力
度

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（

接
合
部
を
含
む
。
）
の
応
力
度
と
許
容
応

力
度
の
比
率

平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
十

七
号
別
記
第
三
号
様
式
に
定
め
る
断
面
検
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定
比
図
に
記
載
す
べ
き
事
項

基
礎
ぐ
い
等
計
算
書

基
礎
ぐ
い
、
床
版
、
小
ば
り
そ
の
他
の
構

造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に
関

す
る
構
造
計
算
の
計
算
書

使
用
上
の
支
障
に
関
す
る

令
第
八
十
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
構
造

計
算
書

計
算
の
計
算
書

㈢

層
間
変
形
角
計
算
書

層
間
変
位
の
計
算
に
用
い
る
風
圧
力
及
び

地
震
力

風
圧
力
及
び
地
震
力
に
よ
っ
て
各
階
に
生

ず
る
水
平
方
向
の
層
間
変
位
の
算
出
方
法

各
階
及
び
各
方
向
の
風
圧
力
及
び
地
震
力

に
よ
る
層
間
変
形
角
の
算
出
方
法

層
間
変
形
角
計
算
結
果
一

各
階
及
び
各
方
向
の
風
圧
力
及
び
地
震
力

覧
表

に
よ
る
層
間
変
形
角

損
傷
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
に
つ

い
て
の
検
証
内
容
（
層
間
変
形
角
が
二
百

分
の
一
を
超
え
百
二
十
分
の
一
以
内
で
あ

る
場
合
に
限
る
。
）

㈣

使
用
構
造
材
料
一
覧
表

屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す

る
帳
壁
に
使
用
さ
れ
る
全
て
の
材
料
の
種

別
（
規
格
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
規
格
）
及
び
使
用
部
位
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使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力
度
、
許
容
耐

力
及
び
材
料
強
度
の
数
値
並
び
に
そ
れ
ら

の
算
出
方
法

使
用
す
る
指
定
建
築
材
料
が
法
第
三
十
七

条
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
使
用
位
置
、
形
状
及
び
寸
法
、

当
該
構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
許
容
応

力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
並
び
に
認
定

番
号

荷
重
・
外
力
計
算
書

風
圧
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

応
力
計
算
書

屋
根
ふ
き
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
に

生
ず
る
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

屋
根
ふ
き
材
等
計
算
書

令
第
八
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
構
造
計

算
の
計
算
書

㈤

剛
性
率
・
偏
心
率
等
計
算

各
階
及
び
各
方
向
の
剛
性
率
を
計
算
す
る

書

場
合
に
お
け
る
層
間
変
形
角
の
算
定
に
用

い
る
層
間
変
位
の
算
出
方
法

各
階
及
び
各
方
向
の
剛
性
率
の
算
出
方
法

各
階
の
剛
心
周
り
の
ね
じ
り
剛
性
の
算
出

方
法



- 22/23 -

各
階
及
び
各
方
向
の
偏
心
率
の
算
出
方
法

令
第
八
十
二
条
の
六
第
三
号
の
規
定
に
基

づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ

る
計
算
の
根
拠

剛
性
率
・
偏
心
率
等
計
算

各
階
の
剛
性
率
及
び
偏
心
率

結
果
一
覧
表

令
第
八
十
二
条
の
六
第
三
号
の
規
定
に
基

づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適

合
し
て
い
る
こ
と

構
造
計
算
書
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
留
意

 

す
る
も
の
と
す
る
。

一　

確
認
申
請
時
に
提
出
す
る
構
造
計
算
書
に
は
通
し
頁
を
付
す
こ
と
そ

 

の
他
の
構
造
計
算
書
の
構
成
を
識
別
で
き
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

二　

建
築
物
の
構
造
等
の
実
況
に
応
じ
て
、
当
該
建
築
物
の
安
全
性
を
確

 

か
め
る
た
め
に
必
要
な
図
書
の
追
加
、
変
更
等
を
行
う
こ
と
。

三　

他
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
種

 

別
に
応
じ
て
構
造
計
算
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

四　

こ
の
表
の
略
伏
図
及
び
略
軸
組
図
は
、
構
造
計
算
に
お
け
る
架
構
の

様
相
を
示
し
た
図
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
よ
る
構
造
計
算
を
行
わ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
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附　

則 
こ
の
告
示
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等

 

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


